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会津坂下町老人クラブ連合会様から
タオルのご寄付

会津坂下町老人クラブ連合会様よりタオル 725 本

をご寄付いただきました。この活動は同クラブにおい

て 10 年以上にわたり続いている事業で、会長の髙久

勝洋さんは、「教育振興のために役立ててほしい」と

述べられました。タオルは各教育機関に配布し、幼稚

園、小中学校の活動の中で、子どもたちのために活用

させていただきます。

話題まちの

昔、栗
くりむらだんじょう

村弾正という武士が坂下にいました。その武士
は、水不足で田んぼが出来なかった地域に鶴沼川から
水を引くため、栗村に堰

せき

を作りました。その武士を奉っ
ているのが栗村稲荷神社で、諏訪神社の隣にあります。
栗村稲荷神社の例大祭である御田植祭は、一年間無事
に稲が育ち、より多くの米が収穫されることを祈願す
るものです。会津農林高校の生徒と卒業生の皆さんが
披露してくれた「早乙女踊り」にも、五穀豊穣の祈願
が込められています。一時は継承が途絶えた「早乙女
踊り」も、復活させた人たちがいます。復活したばかりの頃は「舞い」だけだっ
たものが、年々「笛」や「太鼓」、「歌い」と増え、現在ではすべてを会津農林
高校の生徒が行っています。
織姫と彦星が年に一度だけ会える七夕に行われる御田植祭は、会津坂下町を
愛する人々の想いが集結するお祭りです。その想いを大切に受け取って、今
日も町のためにがんばります！

ばんげの未来を耕します

国際ソロプチミストばんげ様から
65万円のご寄付

国際ソロプチミストばんげ様よりわんぱくクラブ
へ遊具代として 30 万円、坂下中学校吹奏楽部楽器
購入費として 30 万円、桜のオーナーの管理費とし
て 5 万円の総額 65 万円をご寄付いただきました。

会長の小池くに子さんは「最後に少しでも皆さん
のお役に立てればうれしい」と述べられました。

同会は、23 年の活動を経て、6 月 30 日に解散
しました。これまで多方面にわたり地域の発展にご
尽力いただきました。
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町建設業組合が奉仕作業実施 ボランティア１５０名が参加
鶴沼緑地公園にて植栽作業を実施

６月２９日、町建設業組合様により、町道南幹線の
歩道の清掃作業が行われました。

このボランティア活動は毎年行われており、町内
１２社から４１名が参加しました。

参加町内業者
㈲山秀建設､小川建設㈱､㈱宮本組､第一建設㈱､
日進建設㈱坂下支店､赤城建設㈱､佐藤建設工業㈲､
㈱東北入谷まちづくり建設坂下本社､
会津法面㈱会津支店､マルト建設㈱、㈲角田土木､
東洋ワークセキュリティ㈱

７月２日、鶴沼緑地公園内花壇において、マリー
ゴールドなど３種類、4,380 本の苗植え作業を行い
ました。

早朝より各種団体約 150 名の方々にご参加いただ
きました。

これから美しい花々を見ることができますので、
ぜひご観賞ください。ご参加いただきました皆さん
ありがとうございました。

坂下ステーション通りを守ろう会が
駅前通りにて植栽作業を実施

６月２１日、「坂下ステーション通りを守ろう会」
の方々が、会津坂下駅から南幹線道路の交差点までの
花壇にオレンジと黄色のマリーゴールド約 900 本の
苗植え作業を行いました。

「坂下ステーション通りを守ろう会」には、会津農
林高等学校のインターアクトクラブ、会津坂下ロータ
リークラブ、新栄町自治会の方々が所属しています。

会津坂下町たばこ組合が
坂下中央公園の環境美化活動を実施

６月２２日、会津坂下町たばこ組合様が環境美化活動
として坂下中央公園のゴミ拾いなどの清掃活動を行いま
した。

清掃終了後には、公園内の花壇にマリーゴールドの苗
植え作業を行いました。

坂下中央公園に訪れた際は、花壇の美しい花々をぜひ
ご覧ください。
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市町村対抗野球・ソフトボール・駅伝
競技監督の委嘱状交付式

明治安田生命保険相互会社
「地元の元気プロジェクト」助成金贈呈式

６月２８日、町長室において市町村対抗３競技（野
球・ソフトボール・駅伝）監督への委嘱状交付式が
行われました。

町に明るい話題を届けられるよう、各チームは
日々練習に励み、昨年を上回る入賞を目指します。

町民の皆さまの熱い声援をお願いします。

６月２１日、明治安田生命保険相互会社様による
「地元の元気プロジェクト」の助成金贈呈式が行わ
れました。同プロジェクトの「地域貢献事業」として、
１３万円を助成いただきました。

助成金は、７月７日開催の御田植祭で奉納される
早乙女踊りの備品整備などに活用させていただきま
した。

人権擁護委員に
山内恭子さん（新任）が委嘱

障がいのあるお子さんの
保護者の皆さんと懇談会を実施

７月１日付けで、法務大臣より、山内恭子さんが

人権擁護委員に委嘱されました。任期は３年間です。

今後は、地域の皆さんからの人権相談に応じ、問

題解決のお手伝いや人権について関心を持っていた

だけるような啓発活動を行っていきます。

６月２６日、若宮コミュニティセンターにおいて、
障がいのあるお子さんの保護者の方々と町職員で懇
談会を行いました。今回は、防災・選挙・福祉サー
ビスをテーマに、保護者目線から貴重なご意見をい
ただきました。今後は、いただいたご意見を参考に
事業に反映してまいります。

▲山内恭子さん（新富町）

▲左から 加藤秀法監督(駅伝)、荒井康之監督(野球)、須佐勝
　監督(ソフトボール)
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重度心身障がい者医療費給付を受けている皆さまへ
８月１日診療分より「医療機関での窓口無料化」が始まります

町では、心身に重度の障がいを持つ方に対し、医療費自己負担分の全部または一部を給
付しています。
８月１日から重度心身障がい者医療費受給者証を提示することで、医療機関での支払い
が不要となります。
また、役場での給付申請手続き（ピンクの用紙の提出）も不要となります。

＜受診の際に必要なもの＞
◆健康保険証
◆重度心身障がい者医療費
　受給者証
※対象の方へは新しい受給者証
　を７月下旬に送付しています
　ので、ご確認ください。

◆限度額適用認定証
　（医療費が高額になる場合）

重度心身障がい者
医療費受給者

受給者証を提示する

オリジナルキャラクター “ともたろう”

窓口無料化のイメージ

・医療機関での支払い
・役場へのピンクの
　用紙の提出
どちらも不要！！

町が自己負担分
を直接支払い

医療機関

～町民すべてがつながり自分らしく安心した暮らしが続けられるまちづくり～

●重度心身障がい者医療費給付対象者
下記のいずれかに該当する方が対象です。

・	身体障がい者手帳の１級または２級、も
しくは３級で内部機能障がいを有する方

・	療育手帳Aをお持ちの方
・	精神障がい者福祉手帳の１級をお持ちの方
・	等級によらず、身体、療育、精神のいず
れかの手帳を同時に２つ以上お持ちの方

※所得が一定以上の方、生活保護を受給
　している方は対象外となります。

「障がいのある人もない人も　共に暮らしやすいふくしまけん」
福島県ホームページでは、障がいの特性や障がい者への対応などの内容を盛り込ん

だ動画やパンフレットを掲載しています。
オリジナルキャラクター“ともたろう”とその仲間たちが、さまざまな障がいにつ

いてイラストを用いてわかりやすく説明していますので、ぜひご覧ください。

●窓口無料化の対象とならない場合
・	福島県外の医療機関を受診した場合
・	受給者証を忘れた場合
・	受給者証に「償還」と書かれている場合
・	柔道整復（鍼灸、接骨院などでの治療）
	 を受けた場合
・	医師の指示を受けて、治療用装具を購入
	 した場合
・	国保組合に加入されている方で、1つの
	 医療機関での1ヶ月（1日～31日）の医
	 療費合計が21,000円を超えた場合

これまでどおり医療機関などの窓口でお
支払いのうえ、町へ給付申請の手続きを行っ
てください。

【問い合わせ　生活課　福祉健康班　☎84-1522】
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国民健康保険に加入している多くの方が特定健診を受診することで、病気の早期発見・
医療費の抑制につながります。国民健康保険に加入されている方の医療費は、加入者みな
さまの国民健康保険税（国保税）などで支払われています。特定健診を受診し、体を健や
かに保つことは国保税を安くすることにつながります。
健診を受ける方法は、町健康管理センターでの集団健診と医療機関で受診する施設健診
があります。施設健診が可能な医療機関は次のとおりです。
詳細は各医療機関によって異なりますので、受診予定の医療機関に直接お問い合わせく
ださい。皆さん積極的に特定健診を受診しましょう！

特定健診受診時の持ち物
①	総合健診受診録　②	受診券（受診録にホチキス留め）　③	国保被保険者証

【町内の個人医院に通院されている方へ】
町内のかかりつけ医に通院し、特定健診と同等の検査を受けている方は、医療機関での
結果を特定健診の受診に替えられます。通院日に	①特定健診受診券	②保険証	③検査結果
提出依頼書兼検査結果記入用紙の３つを持参し、かかりつけ医にご相談ください。
≪対象の町内医療機関≫
　あかぎ内科消化器科医院、荒井医院、平野医院、星医院、渡辺医院

【日帰り人間ドックの受診者を募集しています！】
会津坂下町国民健康保険では被保険者を対象（条件があります）に日帰り人間ドック受
診の助成を行っています。ぜひ積極的にご活用ください。11月～12月の予定日において、
現在15名程度の余裕がございます。なお、人間ドックと特定健診はどちらか一方のみの受
診となります。

【問い合わせ　生活課　保険年金班　☎84-1501】

受診できる場所 期間・期日 予約について

坂下厚生総合病院 7月1日～令和6年3月31日
月・水・木曜日

予約不要
月・水・木曜日　午前8時～午前8時30分までに
来院してください。
※坂下厚生総合病院に通院中の方は一度かかり
つけ医や看護師に相談の上、特定健診を受診し
てください。
☎83-3511

竹田綜合病院 7月1日～令和6年3月31日
平日のみ

※7～9月、12～2月の受診を
　お勧めします

（10～11月は他市町村の健診
　で混雑します）

要予約（当日予約はご遠慮ください。）
予約受付時間　診療日の午前9時～午後４時
☎0120-274-233

会津医療センター
要予約（当日予約はご遠慮ください。）
予約受付時間　診療日の午前9時～午後４時
※「坂下町の健診予約です」と伝えてください。
☎75-2100

【問い合わせ　生活課　保険年金班　☎84-1501】

国民健康保険に加入されている皆さまへ
施設健診についてのご案内
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令和５年度国民健康保険税に関するお知らせ
国民健康保険税（国保税）は、国保の主な財源の一つです。国保税がきちんと納付されることにより、

すべての人が安心して医療を受けることができます。第１期分の納税通知書はすでに世帯主様宛に発送し
ています（国保税を納める義務は、世帯主と定められています）。
今年度の国保税の税率などは、下表のとおりです。税率は、令和４年度と同じです。

【納税組合へ加入している方】
　加入している納税組合へ納めてください。

【納税組合に加入していない方】	次のいずれかの方法で納めてください。
①	納付書で納める

納税通知書と一緒に送付される納付書に記載されている場所で納めてください。
また、スマートフォンで二次元コードを読み取り、対応しているアプリ決済やインターネットバンキングなど

で納税することも可能です。地方税お支払いサイトから電子納付できますので、アクセスしてご利用ください。
②	口座振替で納める

納入忘れがない“口座振替”をおすすめしています。第１期分については、ゆうちょ銀行が7月25日（火）、
その他の金融機関が7月31日（月）に引き落としの予定です（前日までに残高の確認をお願いします）。
口座振替の手続き先：町内金融機関の窓口（持参品：「納税通知書」「通帳」「通帳の届出印」）

※特別な事情で納付が困難な場合は、分割納付などが認められる場合もあります。
　国保担当窓口（町役場本庁舎１階	④番窓口）までご相談ください。

国保税の納入方法（国保税は年間の保険税を全８回に分けて納入します）

国保税を払わないでいると・・・
国保税を滞納すると、未納期間に応じて次のような措置がとられます。
①	納期限を過ぎる	 ：督促が行われ、延滞金などを徴収される場合があります。
　　　　　　　　　　　限度額証の発行ができなくなります。
②	納期限～１年未満	 ：保険証の有効期限が短くなり、その都度手続きが必要になります。
③	納期限～１年半未満	：保険証を回収し、資格証明書を発行します（医療費などが一旦
　　　　　　　　　　　全額自己負担になります）。
④	納期限～１年半以上	：国保の給付の一部、もしくは全てが差し止めになります。

　国保税を納めることは、自分が大きな病気やケガをした時のためであり、
また、すべての人の安心にもつながります。国保税はきちんと納期限内に納めましょう！

※７月31日（月）は国保税の第１期分の納期です。忘れずに納入していただくようお願いします！

【問い合わせ　生活課　保険年金班　☎84-1501】

課税項目
税率など

医療保険分
（0歳～74歳）

後期高齢者支援金分
（0歳～74歳）

介護保険分
（40歳～64歳）

所得割 世帯内の国保加入者の
前年度所得で計算 ６．６０％ ２．４４％ ２．３３％

均等割 世帯内の国保加入者数で
計算 ２６，７４７円 ９，６２０円 １１，１８５円

平等割 １世帯ごとに計算 １８，０２４円 ６，４８２円 ５，６３５円

限度額 項目ごとの合計の上限 ６５０,０００円 ２２０, ０００円 １７０,０００円

【問い合わせ　生活課　保険年金班　☎84-1501】

9
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暮らしに役立つ情報をお届けします。お知らせ
インフォメーションi

令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金

物価高騰に直面し、特に影響を受ける子育て世帯に対し児童1人あたり5万円の特別給付
金を支給します。

対象 	以下のいずれかに該当する方。
	 【ひとり親世帯】
	 ①公的年金などの受給により令和５年３月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
	 ②食料などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給して
	 　いる方と同じ水準の収入の方
	 ※児童扶養手当の受給者の方は、すでに支給済みのため対象となりません。
	 【その他世帯】
	 　食料などの物価高騰の影響を受けて家計が急変している、令和５年度分の住民税均
	 等割が非課税である方と同様の事情にあると認められる世帯（家計急変世帯）
	 ※令和４年度の住民税均等割が非課税で、すでに支給済みの方は対象となりません。
	 ※令和６年２月末までに生まれる新生児も対象となります。

支給額 	子ども1人あたり５万円
申請期限 	令和６年２月２９日（木）

問 	子ども課　子ども支援班　☎84-3712

水道メーター
一斉交換のお知らせ

水道メーターは「計量法」により、そ
の有効期間が８年と定められています。
有効期間満了前に、町で委託した「会
津坂下町管工事業協同組合」の組合加
入業者を通して新しい水道メーターに交
換しますので、ご理解とご協力をお願い
します。
交換対象 	平成２８年度以前に製造さ
	 れたメーター
	 ※対象のメーター（閉栓中も
	 含む）を設置中の方に、事前
	 にハガキでお知らせします。
交換期間 	８月上旬～１１月下旬
交換費用 	無料

他 	・交換作業時の敷地への立
	 		ち入りについて、あらかじ
	 		めご了解ください。
	 ・ご不在の場合でも交換作
	 		業を行います。
	 ・交換作業時は、一時断水
	 		となります。

問 	建設課　上下水道班
	 ☎84-1530

会津権利擁護・成年後見センターによる
住民向け成年後見講座の開催

認知症や障がいなどの理由で判断能力が不十分
であっても、ご自身の権利や財産が守られ、自分
らしく安心して暮らせるために「成年後見制度」
があります。「成年後見制度」について理解を深
めていただくとともに地域の支え合いのきっかけ
になるように住民向けの講座を開催します。
日時 	①8月26日（土）
	 　午後2時～午後4時
	 　会津若松市文化センター
	 　（定員100名）
	 ②8月27日（日）
	 　午後2時～午後4時
	 　金山町開発センター
	 　（定員30名）
	 ※①・②どちらも同じ内容です。
内容 	映画「ぼけますから､ よろしくお願いします。」
	 講演「知って得する成年後見制度」
申込締切 	8月18日（金）
申込 	生活課　保険年金班
	 ☎84-1513
	 会津権利擁護・成年後見センター
	 ☎23-7258
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福島県住宅用太陽光発電設備等補助金

再生可能エネルギー設備の導入と再生可能エネルギーの有効利用を促進するため、住宅用太陽
光発電設備、住宅用蓄電設備および自家消費型太陽光発電設備の導入費用の一部を補助します。
申請期限 	①住宅用太陽光発電設備、住宅用蓄電設備　令和６年３月１５日（金）まで
	 ②自家消費型太陽光発電設備　令和６年２月９日（金）まで
	 　その他詳細については右記ホームページをご覧ください。

問 	一般社団法人　福島県再生可能エネルギー推進センター　☎024-526-0070

２０歳（はたち）のつどい開催のお知らせ

　20歳を迎えた方を祝福し、一堂に会する場
として「20歳のつどい」を開催します。
日時 	８月15日（火）午前10時～
場所 	中央公民館
対象 	平成14年４月２日から平成15年４月１日
	 までに生まれた方
	 （区域外通学者を含む坂下中学校などを
	 卒業した方および令和５年４月30日現
	 在、町に住所を有する方）

	 ※対象者には６月に案内状（往復はがき）
	 　を郵送しています。

	 ※卒業当時町に住所があり、以降転出
	 　された方には転出先へ通知を送付し
	 　ています。転出以前の住所へは通知
	 　しませんのでご了承ください。

問 	教育課　生涯学習班　☎83-3010

マイナ保険証の登録はお済みですか？

令和6年秋に、現在お持ちの健康保険証が原則廃止となり、マイナンバーカードを保険証（マイ
ナ保険証）として利用することになります。
マイナ保険証として利用するためには、登録の手続きが必要です。マイナンバーカードを受け取っ
ただけでは、医療機関で保険証として利用できませんのでご注意ください。
町では、マイナ保険証の登録の支援を行っています。登録をご希望の方は必要なものをご準備
のうえ、役場窓口までご来庁ください。
平日 	午前８時30分～午後５時15分　※毎週木曜のみ　午後6時15分まで
場所 	役場本庁舎１階　税務管理班となり特設窓口（予約不要）
持物 	①マイナンバーカード　②マイナンバーカードの暗証番号
	 ※現在お持ちの保険証は必要ありません。

問 	政策財務課　政策企画班　☎84-1509

マイナンバーカード休日窓口
【事前予約制】のお知らせ

マイナンバーカード休日窓口を実施します。
平日来庁することが難しい方は、ぜひご利用
ください。
※マイナポイントの申請は９月末まで！受け取
りはお早めに！（令和５年２月末までにカード
の申請をされている方のみ対象です。）
対象業務 	①マイナンバーカード申請サポート
	 ※顔写真の無料撮影および申請手続
	 　をお手伝いします
	 ②マイナンバーカードの交付
	 ※お手元に交付通知書（はがき）が
	 　届いている方が対象です

実施日 	８月１３日（日）、８月２７日（日）
実施時間 	午前9時～正午／午後1時～午後5時
実施場所 	生活課　戸籍環境班　戸籍係窓口
予約方法 	平日　午前8時30分～午後5時15分
	 戸籍係（☎84-1500）へ電話予約

持物 	電話予約時にご案内します。
その他 	詳細はこちらをご確認ください
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国民年金保険料を納付することが難しいとき（免除申請）

７月から令和５年度（令和５年7月～令和６年6月）の免除申請の受付をしています。（２
年前まで遡り申請が可能）所得が少ないなど、保険料の納付が難しい時、申請により保険
料が免除・猶予される３つの制度があります。
　①免除制度（全額・一部免除）
　②納付猶予制度（50歳未満対象）
　③学生納付特例制度（学生で60歳未満対象）
　（学生特例：令和５年度は令和５年４月～令和６年３月のため、4月から受付中）
いずれも任意加入者を除く20歳から60歳未満の方で、前年所得が一定額以下の場合承認さ
れます（離職者、震災・風水害などの被災者の方は、所得に関係なく承認される場合があります）。
持物 	 ・年金手帳または基礎年金番号通知書
	 ・所得証明書（令和５年1月2日以降に当町に転入してきた方のみ）
	 ・退職（失業）している場合は、雇用保険受給者証、離職票など退職の事実がわかる
	 　公的機関の書類を添付してください。
	 ※保険料を未納のままにしておくと、老齢年金、障害年金、遺族年金などを受けられ
	 　ない場合があります。必ず保険料の納付または免除申請を行ってください。
	 　また、所得要件の審査をするため、必ず確定申告をしてください。

問 	生活課　保険年金班　☎84-1501

国民年金の手続きがスマートフォンからできます

　日本年金機構では、マイナポータルを利用した国民年金の電子申請が可能です。いつでも
申請ができ、申請結果も確認することができます。
■対象手続
　①国民年金第１号被保険者の資格取得・種別変更　②保険料免除・納付猶予の申請
　③学生納付特例の申請
■マイナポータル利用時に必要なもの
　①マイナンバーカード　②マイナンバーカードを受け取った際に設定したパスワード
　　（利用者証明用電子証明書パスワード、券面事項入力補助用パスワード）
■申請の流れ
　①マイナポータル利用者登録をする。　②マイナポータルトップ画面の「年金の手続きをする」
　　を選択、必要事項の入力をし、申請する。　※詳細は以下をご覧ください。

問 	ねんきん加入者ダイヤル　　　　　　　　　☎0570-003-004
	 050から始まる電話でおかけになる場合は　☎03-6630-2525

マイナポータルホームページ
https://myna.go.jp

年金機構ホームページ
https://www.nenkin.go.jp
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食生活改善推進員（メロンの会）養成講座を開催します

食生活改善推進員は、「私達の健康は私達の手で」をスローガンに、食を通じた健康づくりの
担い手として活動しているボランティア団体です。地域での「料理教室」、「生活習慣病予防の
ための家庭訪問」などを行っています。この講座では、食生活や健康に関する知識を健康づく
りや食について学びます。ぜひメロンの会として、楽しくボランティア活動をしてみませんか？

対象 	会津坂下町在住で、受講後にメロンの会員としてボランティア活動ができる方
日時・内容 	各日午前１０時～午後３時
	 第１回　			９月　５日（火）	「食生活改善推進員の活動・食育」
	 第２回　１０月	２７日（金）	「調理実習・町の現状と生活習慣病予防」
	 第３回　	１１月　未定	　　「調理実習・食品表示や食品添加物」
	 第４回　	１１月　未定	　　「健康づくり・運動」
※講義と実習を行います。養成講座の修了には４回の講座を受講する必要があります。
　申込みをいただいた方には後ほど詳細をお知らせします。

場所 	健康管理センター
料金 	無料
申込 	８月２５日（金）までに下記へお申し込みください
問 	生活課　福祉健康班　☎93-6169

楽しく学びながら地域で活躍しませんか♪
男性の方もぜひお申込みください。

各種相談に応じます

①行政相談会
　 日時 	８月１日（火）　午前１０時～正午
　 場所 	保健福祉センター
　 内容 	役所への苦情などの相談
②行政書士会による相談会
　 日時 	８月３日（木）　午前９時３０分～正午
　 場所 	保健福祉センター
　 内容 	相続・遺言・家族関係・許可申請・
	 契約書作成などの相談

　 問 	①②			生活課			戸籍環境班			☎84-1500

③弁護士による無料法律相談会
　 日時 	８月４日（金）　午前１０時～午後３時
　 場所 	保健福祉センター
　 内容 	生活の中での心配ごと、悩みごとなどの相談

　 問 	③　社会福祉協議会　☎83-1368
	 ※前日までに社会福祉協議会へ電話申込

便利な口座振替や納税組合での
納付はいかがですか

町税などの納め忘れをなくすため口座
振替や納税組合への加入をお勧めしてい
ます。
■口座振替に変更する場合
　金融機関での手続きが必要です。
　申請は金融機関窓口でお願いします。
■ご利用いただける金融機関
　東邦銀行・会津信用金庫・大東銀行・
ＪＡ会津よつば・会津商工信用組合・
ゆうちょ銀行
■口座振替の申請に必要なもの
　納税通知書・通帳・届出印鑑
■口座振替の開始時期
　申請した翌月の納期分から
■納税組合に加入する場合
　加入する納税組合の組合長に加入届を
提出してください。

問 	総務課			税務管理班			☎84-1502

アイヌの方々からのさまざまなご相談をお受けします

　本相談事業は、公益財団法人　人権教育啓発推進センターが、厚生労働省生活相談充実事業
により実施するものです。匿名可、秘密は厳守します。
日時 	平日　午前９時～午後５時
相談 	☎0120-771-208
料金 	無料
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住民税の申告を忘れていませんか

住民税の申告をしないと町で所得の状況が分からず、国保税や介護保険料などの算定、医療
介護サービスの料金が正しく判定できません。また、臨時特別給付金（３万円）についても対
象か判定できず、支給できない場合もあります。
そのため、令和５年度の住民税申告がお済みでない場合は、お早めに町役場まで来庁してください。

問 	住民税申告に関すること……………………………総務課　税務管理班　☎84-1502
	 臨時特別給付金に関すること………………………総務課　行政管理班　☎84-1503
	 国保・介護・後期高齢者医療に関すること…生活課　保険年金班（国保）　☎84-1501
	 	 …　　　〃　　			（介護・後期）　☎84-1513

プロの船員になりたい方を募集します！

国立宮古海上技術短期大学校は、国土交通省の所管する学校で、優秀な船舶運航技術者の育
成を目的とし、海と船をフィールドに学んでいます。卒業生には、海技資格における特典が付
与され、海運界はもちろん、その関連産業を中心に幅広く活躍しています。
開催予定日 	●オープンキャンパス　第４回：　９月　９日（土）
	 ●学校説明会（WEB）　第１回：　８月２７日（日）
	 第２回：１０月２１日（土）
	 第３回：１１月１８日（土）
	 第４回：　２月１０日（土）
	 ●リモート個別相談　　随時（午後5時30分～／午後6時～／午後6時30分～）

区分 	学校推薦型選抜、総合型選抜、自己推薦型選抜、一般選抜

問 	資料請求および選抜区分など、詳しくは下記までお問い合わせください。
	 〒027-0024
	 岩手県宮古市磯鶏二丁目５番10号
	 国立宮古海上技術短期大学校　教務課
	 ☎0193-62-5316
	 メール：kyoumu-miyako@jmets.ac.jp

８月は「食品衛生月間」です

細菌が増殖しやすい夏場は、食中毒が発生しやすい季節です。
調理や食事の前に手洗いをしましょう。また、温度管理を徹底して、細菌を増やさない
ようにしましょう。
●手洗いのポイント
　せっけんをつけて、指や爪の間までしっかり洗いましょう。
　特に、親指の周りは洗い残しやすいので注意してください。
●細菌を増やさない対策
　食品は、食中毒菌が増えるのに適した温度（約20～50℃）を避けて冷蔵庫などで保存し、
できるだけ早く食べましょう。
　細菌の多くは加熱することで死滅するので、食材の中心までしっかり火を通しましょう。

問 	福島県会津保健福祉事務所　☎29-5516

◀公式ホームページ
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放送大学では学生を募集しています！

放送大学では、令和５年度第２学期学生の出願受け付けを８月３１日まで行っています。
約３００の授業科目はすべて、BSデジタル放送やインターネットによる視聴ができます。
また、令和２年度からはインターネット配信公開講座も開設されました。
出願を希望される方は、公式ホームページをご覧ください。

バス回数券を交付します！

　高齢者の方々にバス回数券を交付しています。お得にバスを利用できますので、ぜひご
活用ください！
対象 	町内に住所を有する65歳以上の方
内容 	次のどちらかを利用できます。
	 ・普通回数券（8,000円分）
	 ・区間指定のエコノミー回数券（24回分）
持物 	身分証明書（運転免許証、マイナンバーカード、保険証など）
期間 	令和６年３月31日まで

申請・問 	政策財務課　政策企画班　☎84-1504　または　各地区コミュニティセンター

タクシー助成券を交付します！

　バス回数券とあわせて、こちらもご検討ください。
対象 	次のいずれにも該当される方
	 ①令和５年４月１日以降に運転免許証を自主返納した方
	 ②自主返納および助成券を申請するときに、会津坂下町に住民登録がある方
内容 	タクシー助成券１万円分（500円券×20枚）
	 ※赤城タクシー・河沼タクシーで利用できます。町外タクシー会社では利用できません。
持物 	申請書、運転免許取消通知書
	 ※申請書は役場または警察署窓口にあります。町ＨＰからもダウンロードできます。

問 	（支援事業について）総務課　危機管理班　　☎84-1533
	 （免許返納について）会津坂下警察署　　　　☎83-3451
	 	　　　　　　　　　郡山運転免許センター　☎024-961-2100
	 	　　　　　　　　　福島運転免許センター　☎024-591-4372

障がいのある方への合理的配慮ガイドブックをご活用ください

合理的配慮ガイドブックとは、障がいを理由とする差別を解消することを目的に、個別の状況に応
じて配慮すべき内容についてわかりやすく説明したガイドブックです。障がいのある方の現状から合
理的配慮の具体例まで、幅広く障がいに関して学べる内容になっていますので、ぜひご活用ください。
詳細については、県障がい福祉課ホームページをご覧ください。

問 	福島県　障がい福祉課　☎024-521-7170



〈熱中症の症状〉〈熱中症の症状〉

〈熱中症予防〉〈熱中症予防〉

会津坂下警察署からのお知らせ

  会津坂下警察署　☎８３ー３４５１会津坂下警察署　☎８３ー３４５１問

  会津坂下消防署　☎８４ー２１１９会津坂下消防署　☎８４ー２１１９問

●サポート詐欺とは●
　インターネットを閲覧中に、突然、偽の
セキュリティ警告画面を表示させるなどし
て利用者の不安を煽り、画面に表示された
電話番号に電話をかけさせ、パソコンを遠
隔操作するソフトウェアをインストールさ
せたり、有償のサポート契約をさせる手口
のことです。

●対処法●
・警告画面の電話番号に電話をかけない
・ブラウザを閉じる
・案内されたソフトウェアをダウンロードしない
・購入も契約もしない

　会津坂下警察署管内でのクマの目撃が多発
しています。

　クマが目撃された場所は、山間部やその付
近だけではなく、会津坂下町の住宅街にも出
没しています。

　クマによる被害を防止するためには、

・クマの足跡や糞を発見したらその付近から
　離れる
・クマが活発に行動する朝夕の外出を控える
・クマの通り道である河川敷や藪の草刈りを
　行う
・敷地内への侵入を防ぐために車庫や倉庫の戸
　締まりを行うなどの対策を推進しましょう。

① めまい・立ちくらみ・こむら返り・生あくび・大量の発汗・筋肉痛
② 頭痛・嘔吐・倦怠感・虚脱感・集中力や判断力の低下
③ けいれん・呼びかけに対して反応が鈍い・歩き方に違和感がある
①→③になるほど症状は重くなり、自分で水分をとることが困難になります。
このような症状を認めたら、すぐ「119番」にかけましょう。

・屋内では、エアコンと扇風機を適切に使用しましょう。
・打ち水、遮光カーテン、すだれを使用しましょう。
・外出時は日傘や帽子を使用しましょう。
・喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をし、一緒に塩分もとりましょう。
・保冷剤、氷、冷たいタオルなどで体を冷やしましょう。
・吸湿性、速乾性のある通気性のよい服を着用しましょう。
・こまめに休憩をし、少しでも体調に異変を感じたら涼しい場所で休みましょう。

環境省のホームページでは、暑さ指数・熱中症警戒アラートの情報を確認することができます。

▼熱中症予防情報サイト

熱中症対策を心がけましょう
消防署からのお知らせ消防署からのお知らせ
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お すす め 新新着着本本

『うまれてくるよ
海のなか』

加納朋子／著、集英社

高久至／しゃしん
かんちくたかこ／ぶん
アリス館

読書推進運動協議会が、若い人
に贈りたい本としてこの本を紹介し
ています。この本には、人々の様々
な苦悩が星や宇宙にまつわる７つ
の物語として描かれています。

ありのままの自分を大切にすることを優しく教えて
くれる１冊です。

今年の読書感想文
コンクール・低学年の
部の課題図書です。み

んなに家族がいるように、海の中にもたくさんの
家族がいます。子どもたちを守る、けなげでたく
ましい親たち、きれいでかわいらしい子どもたち。
海の中をのぞいてみませんか？

『空をこえて七星のかなた』

鉋（かんな） 手斧（ちょうな）

木材の表面を薄く削
ることができる大工
道具。今でも利用し
ているところを目に

することがある。

大工道具のひとつで、
主に片手で振る小型
の斧。昔は木の加工
に使用されていた。
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こどもこどもとと健康健康のの広場広場

　健康管理センター
　母子手帳、各種健康診査票・問診票、フッ素塗布受診券、歯ブラシ、コップ、子どもノート、バスタオル、
　 お子さんに必要なもの
　生活課　福祉健康班  ☎93-6169問

場所
持物

 親子の健康づくり事業月間予定表　(８月１日〜８月３１日)

救急
病院 坂下厚生総合病院　☎ 83 － 3511坂下厚生総合病院　☎ 83 － 3511

子育てふれあい交流センター  ☎84-1784問

子育てふれあい交流センター  ☎84-1784問

子育てふれあい
交流センターのイベント 〜親子のふれあい広場〜

※休日救急診療当番医表は町のホームページでもご覧になれます。

健診・事業名 実施月日 受付時間 対象者

 離乳食相談  ８月４日（金）  ※個別相談会　要予約  令和4年12月・令和5年1月生まれ

 乳幼児健康相談  ８月４日（金）

 午後0時45分～1時20分

 月齢・年齢は問いません

 ２歳6か月児健診  ８月８日（火）  令和3年2月・3月生まれ

 ３歳6か月児健診  ８月２2日（火）  令和2年2月・3月生まれ

８月の休日救急診療当番
８月    ６ 日㈰
８月   11 日㈮(祝)
８月   13 日㈰
８月   20 日㈰
８月   27 日㈰

こばやしファミリークリニック（会津美里町）
金山町国保診療所（金山町）
昭和村国保診療所（昭和村）
星医院
柳津町国保診療所

☎５５−０３８８
☎0241-54-2031
☎0241-57-2255
☎８３−２１３６
☎0241-42-2334

8月の広場　七夕の短冊に願いを書きましょう♪
【みんなで壁面を作ろう】

日時   8 月1 日（火）〜 8 月31 日（木）※水曜日・祝日・夏期休館日 (8 月14 日〜 8 月16 日 ) は除く
対象   幼稚園入園前の子どもと保護者
申込   不要

『チビッこ祭り』を開催します

日時   8 月19 日（土）、8 月20 日（日）午前 9 時 〜11 時 30 分
対象   小学校 3 年生以下の子どもと保護者
内容   ◆中庭で遊びましょう

  ◆わらべうたを歌いましょう
  ◆絵本の読み聞かせ　他
※遊び場は、通常どおりご利用できます。
※雨天の場合は、内容を変更して開催します。
申込   不要

体調不良などの連絡先

県新型コロナウイルス
感染症相談センター

☎０１２０ー５６７ー７４７
( 毎日２４時間対応 )
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■夏野菜、絶賛どしどし入荷中！
　夏野菜を代表するトマトやきゅうりなどが入荷中です。
　新鮮な会津野菜を食べて、暑さに負けない身体を
つくろう！

生活課　戸籍環境班　☎８４ー１５００（マイナンバーカード）
政策財務課 政策企画班　☎８４ー１５０９（マイナポイント）
総務課　税務管理班　☎８４ー１５０２

問

毎週木曜日は窓口延長の日です
■窓口延長日：毎週木曜日　午後６時１５分まで
　※8月の予定【３日、１０日、１７日、２４日、３１日】
■提供サービス
①戸籍窓口：証明書発行（住民票・印鑑証明・戸籍謄抄本・戸籍附票のみ）
　マイナンバーカードの交付（カード交付通知書［はがき］が届いて
　いる方が対象）
　マイナポイント申請の手続き
②税務窓口：所得課税証明書・納税証明書の発行・町税などの納入

町の人口と世帯町の人口と世帯（7月１日現在）（7月１日現在）

人　口 … 14,213人 （−25）
男 … 6,862人 （−6）
女 … 7,351人 （−19）

世　帯 … 5,260世帯 （−5）

哀悼の意を表します
氏　名 年齢 行政区

山内　千代子 95 大村

石田　昭子 79 新村

佐　　千代志 99 塔寺

齋藤　廣市 76 牛沢

齋藤　ヨシ子 98 諏訪町

蓮沼　ミツノ 96 塔寺

大島　シヅヱ 86 杉

佐藤　修一 76 宇内

石山　由美子 79 新栄町

五十嵐　スイ子 87 五香

石井　美惠子 82 新村

江川　節子 94 和泉川原

斎藤　朝伊 100 塔寺

福地　美代子 78 新舘

蓮沼　祥子 53 新町

今月の納税等今月の納税等
納期限　8月３１日㈭

●町県民税
●国民健康保険税
●介護保険料
●後期高齢者医療保険料
●水道料金、下水・農集排使用料
●住宅使用料
●保育料・預かり保育料
●放課後児童クラブ負担金
●学校給食費
●下水道事業受益者負担金

道の駅あいづ情報コーナー道の駅あいづ情報コーナー
■ゆがわ夏の市
　（主催：地域おこしサークル「みちの会」）
　8月6日（日）　午前9時〜　人のひろば・道のひろば
　湯川村産品などの販売を行います。
　※品物が無くなり次第終了。
■レトロフェスタin道の駅あいづ
　8月27日（日）　午前9時〜午後４時予定　道のひろば
　昔懐かしいレトロな乗り物が道の駅あいづに集合！
　ひと昔前にタイムスリップした気分に浸れます。

■会津坂下町そば祭り～夏の陣～ひゃっけぇそば祭り
　8月27日（日）　川のひろば・交流棟会議室（飲食スペース）
　会津坂下町産のそば粉を使用した香り豊かな蕎麦をぜひご賞味ください♪

■桃の販売会開催
　8月中旬まで毎週末桃の販売会が
あります。

（取れ高などにより変更があります。）

■ランチはぜひ「レストラン
　くうべえる」へ！
　人気のヘルシーランチやパスタ、
うどんが夏メニューになりました。
　ぜひご賞味ください♪

■帰省のお土産はぜひ「あいづ物産館」へ！
　お菓子にお酒、漬物や工芸品など会津の豊富なお土産が揃っています。

道の駅あいづ　湯川・会津坂下☎0241-27-8853道の駅あいづ　湯川・会津坂下☎0241-27-8853問

※イベントは予告なく変更 ・ 中止になる場合があります。
※各イベントの詳細は、 道の駅あいづＨＰまたはfacebookをご覧ください。

●浄化槽の点検・清掃
●し尿汲み取り
●ブロワー・ポンプの交換

●水漏れ修理
●トイレつまりの解消
●トイレのリフォーム

おーるまかせっせ

会津坂下町字市中二番甲3577

LINEから
自動受付

戸籍の窓口戸籍の窓口
お誕生おめでとうお誕生おめでとう（6月 6日〜 7月 5日届出）（6月 6日〜 7月 5日届出）

氏　名 保護者 行政区

斎
さいとう
藤　朱

しゅり
璃 賢修 ・ 真生 仲町

お誕生おめでとうお誕生おめでとう ( 町外届出 )( 町外届出 )

氏　名 保護者 行政区

黒
くろさわ
澤　海

う み
心 大河 ・ 理和 柳町

実際の届出日より記載が遅くなります。実際の届出日より記載が遅くなります。
掲載を希望される方は、出生から半年以内に役場まで掲載を希望される方は、出生から半年以内に役場まで
ご相談ください。ご相談ください。

戸籍の窓口

氏名 カナ 保護者 行政区

斎藤　朱璃 ｻｲﾄｳ ｼｭﾘ 賢修・真生 仲町

氏名 カナ 保護者 行政区

黒澤　海心 ｸﾛｻﾜ ｳﾐ 大河　・　理和 柳町

哀悼の意を表します

氏名 年齢 行政区

山内　千代子 95 大村

石田　昭子 79 新村

佐　千代志 99 塔寺

齋藤　市 76 牛沢

齋藤　ヨシ子 98 諏訪町

蓮沼　ミツノ 96 塔寺

大島　シヅヱ 86 杉

佐藤　修一 76 宇内

石山　由美子 79 新栄町

五十嵐　スイ子 87 五香

石井　美惠子 82 新村

江川　節子 94 和泉川原

斎藤　朝伊 100 塔寺

福地　美代子 78 新舘

蓮沼　子 53 新町

お誕生おめでとう（町外届出のため実際の届出日より掲載が遅れています）

※掲載を希望される方は、出生から半年以内に役場までご相談ください。

お誕生おめでとう（6/6～7/5届出）

戸籍の窓口＜町外届出分＞
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町内の「福祉避難所」７施設に看板やのぼり旗を設置しました！
福祉避難所とは、 高齢者や障がい者、 妊産婦など特別な配慮や支援が必要な方のための避難所です。

日時 	９月２日（土）午前９時～正午　 場所   川西コミュニティセンター、 川西地区各集会所など
内容 	通報および避難誘導訓練、 中継送水訓練など　 問 		総務課　危機管理班　☎84-1533

会津坂下町防災通信  VOL.3  「福祉避難所」

～川西地区で防災訓練を実施します～

今月のしょうへい
中村地区で「ザル菊」中村地区で「ザル菊」
の苗植えを行いました！の苗植えを行いました！

坂下東幼稚園が役場坂下東幼稚園が役場
見学に来ました！見学に来ました！ 御田植祭のお知らせ御田植祭のお知らせ ばんげ軽トラ市×おもてばんげ軽トラ市×おもて

なしマルシェやります！なしマルシェやります！

町長自らがまちの魅力やイベントの告知などをYoutubeで発信する「今週のしょうへい」
毎週金曜日に投稿していますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします♪

会津坂下町
健康管理センター

ケアプラザ
坂下

こばんげ
ホーム

ケアホーム
つぼみ

シルクケア
坂下

介護老人
保健施設なごみ

デイサービス
しなのき坂下

字五反田1295番地1
☎避難時回線開通

大字宮古字台畑52番地
☎93-9140

大字羽林西碇183番地
☎85-8020

大字羽林西碇180番地
☎93-7707

字上柳田2210番地1
☎83-7530

字台ノ下745番地
☎84-3411

字小川原954番地
☎85-7181

皆さんも今一度、お近くの避難所をご確認ください。皆さんも今一度、お近くの避難所をご確認ください。
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「広報あいづばんげ」へのご意見・ご感想など、どんなことでも構いません。お気軽にお寄せください！ 
会津坂下町ホームページ URL https://www.town.aizubange.fukushima.jp /
E-mail  soumu@town.aizubange.fukushima.jp

会津坂下町
SNSで
情報発信中




